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以前の初期研修医と現在の初期研修医について
 岡山中央病院臨床研修責任者　前原　信直

　岡山中央病院臨床研修責任者の前原信直と申します。
　岡山中央病院で、臨床研修責任者となって約10年になります。これまで、様々な初期研修医と
接してきました。今回、私の初期研修医時代と現在の初期研修について考えてみました。
　時代の流れとともに、初期研修医の姿勢や価値観も少しずつ変化してきました。私の初期研修
医時代（平成初期）は、「医師として一人前になるために何でも学び取ろう」という気持ちで、
厳しい環境の中でも自ら進んで行動する事が称賛されていました。指導医や看護師からの厳しい
言葉にも真剣に耳を傾け、現場で経験を積み重ねることを何よりの成長の糧としていたように思
います。誰よりも早く出勤して、誰よりも遅く退勤する。遅くまで残って勉強する。どんな言葉
にも、じっと耐えて将来を思い考える。そんな時代です。患者さんの経過を自分の目で確かめた
いと、夜遅くまで病棟に残る姿も珍しくありませんでした。まさに「現場で学ぶ」「背中を見て
覚える」時代であり、努力と忍耐を通して医師としての力を磨いていく姿勢が根底にありました。
　一方で、現在の初期研修医たちは、医療を取り巻く環境の変化の中で、より体系的で効率的な
学び方を身につけています。働き方改革や教育制度の整備が進み、無理をせずに確実に経験を積
めるようになりました。ICTの活用やオンライン学習も進み、最新の知識やエビデンスをすぐに
取り入れられることも大きな強みです。以前のように「我慢して覚える」ではなく、「なぜそう
するのか」を考えながら学ぶ姿勢が見られ、理解の深さや分析力には目を見張るものがあります。
上級医との関係もよりフラットになり、疑問点を率直に尋ねたり意見を交わしたりする場面も増
えました。双方向で学び合う「共に成長する教育」が、今の時代らしさを感じさせます。
　ただ、便利な時代だからこそ、少し意識しておきたいこともあります。効率を重視するあまり、
患者さんとじっくり向き合う時間が減ってしまうことがあります。医療の本質は、人と人との関
わりの中にあります。診断や治療の技術だけでなく、患者さんの表情や声のトーン、沈黙の中に
ある不安を感じ取る力は、机上の学びだけでは身につきません。以前の研修医が持っていた「と
にかく現場で感じ取ろう」という姿勢は、今も変わらず大切な学びの原点と思います。
　時代が違えば、学び方や姿勢、価値観も違って当然です。昔の初期研修医と今の初期研修医、
どちらの姿にも素晴らしい面があります。大切なのは、「どちらかが正しい」ではなく、お互い
の良さを理解し、次の世代にうまくつないでいくことだと思います。私たち指導する側も、昔な
がらの良き精神を伝えつつ、今の若い医師たちの新しい感性や発想を尊重しながら、一緒に成長
していける環境をつくっていきたいものです。
　医師としての成長は、知識や技術だけでなく、人との関わりの中で育まれるものです。どの時
代であっても、「患者さんに寄り添う心」を持つことが医師の原点であり、これからも変わらず
大切にしていきたいと思います。
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⑵　１社目の壁を超えるための懇談会
　①嘱託産業医の心得と契約の手引き
　 　前回の委員会で１社目の壁に関する研修会のスキームについては、懇談会が産業医が気軽に

相談できる機会を提供することを目的に、45分間＋懇談会とすることを決定した。ビデオを作
成するに当たり、１社目の壁に対する手引きが必要である。今後、手引きとともに作成する。

　◦産業医の心得（相澤委員長）
　　 　「患者中心の医療、ともに創りだす医療」という言葉があるように、臨床医は患者という

明確な対象があり、外傷や疾病の治療という使命がある。一方、産業医は、働く人と事業者
を対象として、個人と職場の健康維持を指導する使命がある。臨床現場では医師・患者の関
係が重視されるが、産業現場では産業医・働く人・事業者の関係が重視される。「患者は医
師を選べるが、働く人は産業医を選べない」という言葉がある。初めての産業医業務を行う
に当たり、心したい。

　◦産業医の１年間の業務
　　 　安全衛生委員会（月１回）▽労働衛生教育、相談業務（健康、メンタル等衛生管理者、事

業者から）▽通年業務：必要に応じて発生する業務（長時間労働者の面接指導、治療と仕事
の両立支援等）▽事業場により必要される業務。

　◦産業医職務の優先順位（圓藤委員）
　　 　産業医は、安全衛生法に従って行動するべきとの観点から優先順位を決定する案が提案さ

れ、概ね問題なく了承された。
　◦産業医契約書（圓藤委員）
　　 　同委員から、修正案が提案され了承された。
　②　参考資料
　 　補償条項と保険▽報酬▽直接契約と間接契約−の３点について、事務局が説明。
⑶　産業医サポート制度
　 　日本医師会では、「産業医契約等支援モデル事業」を行っているが、事業をさらに発展させ

ていく制度の創設を目指す。
⑷　答申作成について
　 　答申作成と連絡協議会のスケジュールが示された。答申作成に向けて、３月下旬から４月上

旬に、第11回産業保健委員会を追加開催することが承認された。
 （会長 松山正春）
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